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最終保障約款  新旧対照表 
             

現 行 約 款 区 分 新 

 

 

 追 加 

附 則 

1. この最終保障約款の実施期日 

 この最終保障約款は、令和 4年 1月 1日から実施します。 

 

 

（別表第２） 

本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 
 

１．ガスメーターの能力別当社負担額 

設置するガスメーターの能力 ガスメーター１個につき当社の負担する金額 

 

1.6立方メートル毎時以下 

2.5立方メートル毎時 

4立方メートル毎時 

6立方メートル毎時 

10立方メートル毎時 

16立方メートル毎時 

25立方メートル毎時 

40立方メートル毎時 

65立方メートル毎時 

100立方メートル毎時 

160立方メートル毎時 

 

 

57,000円 

89,000円 

142,400円 

213,500円 

355,800円 

569,300円 

889,500円 

1,423,100円 

2,312,600円 

3,557,700円 

5,692,400円 

 

２．１以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力１立方メート

ル毎時につき 35,577円の割合で計算した金額といたします（ただし、計算結果の 100円未満の端数は、

切り上げます。）。 

 

 

 

変 更 

 

 

（別表第２） 

本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額 
 

１．ガスメーターの能力別当社負担額 

設置するガスメーターの能力 ガスメーター１個につき当社の負担する金額 

 

1.6立方メートル毎時以下 

2.5立方メートル毎時 

4立方メートル毎時 

6立方メートル毎時 

10立方メートル毎時 

16立方メートル毎時 

25立方メートル毎時 

40立方メートル毎時 

65立方メートル毎時 

100立方メートル毎時 

160立方メートル毎時 

 

 

58,200円 

91,000円 

145,700円 

218,400円 

363,800円 

582,100円 

909,300円 

1,454,900円 

2,364,100円 

3,636,800円 

5,819,000円 

 

２．１以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能力１立方メート

ル毎時につき 36,368円の割合で計算した金額といたします（ただし、計算結果の 100円未満の端数は、

切り上げます。）。 

 


